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ベトナム２００５年民法典制定過程における 
ベトナムと日本の協力について 

 
ベトナム社会主義共和国司法省次官 

 ホアン・テェ・リエン 
 

１．はじめに 

ベトナム司法省と日本の JICA との法整備支援事業第３フェーズにおいて，ベトナム司法

省は，１９９５年に制定された民法の改正としての新民法典の制定に JICA の御支援を頂い

た。本プロジェクト実施のために多くの活動が展開されたが，その中でも，ベトナムと日本

のそれぞれに，法律の第一人者である諸先生方や専門家を含む作業部会が設立されたことは

際立っていた。それぞれの作業部会は民法典の各草案に対して質の高い意見やコメントを提

出し，これらの多くは，新民法典制定過程において検討の上，新民法典に反映された。 

新民法典が，２００５年６月１４日，XI 期第７会期ベトナム社会主義共和国国会で可決さ

れ，２００６年１月１日から施行されたことは，この法整備支援プロジェクトの効果と円満

な成功を物語るものである。 

この成果を説明するため，日本側作業部会の御意見と２００５年ベトナム民法典に反映さ

れた内容とを取りまとめ，比較しながら，基本的事項につき述べさせていただきたい。 

 

２．２００５年ベトナム民法典に反映された日本側作業部会の御意見 

(1)  基本概念 

２００５年民法典制定過程において，ベトナム側の編纂委員会と起草班は民法典全体を貫

くべき基本概念について，日本側作業部会の次のような御意見を参考にし，活用してきた。 

第一に，私法体系において，基本法である民法典の位置付けを明確にした。すなわち，民

法典は，各主体の平等，自主，自己合意，自己責任の原則に基づいて社会関係を調整し，個

人，法人及びその他の主体の法的地位と対応方法の法律基準を規定し，民事，婚姻と家庭，

経営，商業，労働関係における財産，身分についての各主体の権利と義務を規定する。この

ような関係を民事関係という。 

上述のように民法典の位置付けと適用範囲から出発し，民法典は婚姻と家庭，経営，商業，

労働関係に適用され，特別法に別段の規定がない場合は，対応する民法典の規定を適用する

ことになる。このような基本概念を明らかにしたことは，契約法を含む私法分野における法

律の統一に貢献した。 

第二に，民事関係への国家の行政的関与を最小限にとどめ，民事関係における各主体の自

由に合意する権利及び自己決定権を尊重し，発揮させることとした。その結果，１９９５年

民法典に規定されていた行政及びその手続に関する規定の多くが２００５年民法典から削除

された。後見手続，土地使用権の行使及び知的所有権の行使等に関する規定はその一例であ

る。 
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第三に，グローバル化における長期的安定性を確保しつつ，国際化に対応しうる民法典の

制定を目指した。それゆえ，今後，当該問題に関する国家の路線や政策に変更の可能性があ

る規定が法典から削除されるとともに，２００５年民法典は，各国の法律を参考にしながら

も，ベトナムの実情に合致するよう運用されることとなった。 

(2)  基本諸原則 

２００５年民法典第１編第２章には基本諸原則が規定されており，同章では，１９９５年

民法典に規定された原則の一部が継承され，新たに幾つかの原則が修正又は補充された。 

個人，法人及びその他の主体の自由，自主，約束及び合意の自由の原則は民事関係の本質

を示す基本原則であり，民法典の基本諸原則の中で最も重要な位置を占める。日本側作業部

会の先生方の御意見に基づき，２００５年民法典第４条は「民事債権・債務の確立における

自由的約束・合意権利は，法律に保証される。ただし，当該約束・合意が法律禁則・社会道

徳に違反しない場合に限る。」と規定した。この修正は極めて重要である。１９９５年民法典

が，民事関係における各主体は，「法律の規定に合致する事柄を行うことができる」と規定し

ていたことと比べ，２００５年民法典における本規定は「法律によって禁止されない事柄を

行うことができる」と規定し，各主体の民事関係における権利を拡大した。 

(3)  民事関係における主体に関する諸問題 

(3)-１ 個人 

個人の人格権については，臓器移植など，身体の一部を交換又は移植しなければ生命を維

持できない者を多く抱えるベトナムの実情に照らし，２００５年民法典は身体の一部を提供

する権利，自己の死体を提供する権利，自己の死亡後に身体の一部を提供する権利を人格権

の新たな一内容として補充した。但し，これは複雑かつ多様な問題を有する最先端の分野で

あることから，日本側作業部会の先生方の御意見を取り入れた結果，２００５年民法典では

原則を規定するにとどめ，身体の一部を使用する権利，死体を提供・使用する権利，死者の

身体の一部を使用する権利，他人の身体の一部の提供を受ける権利については，特別法にお

いて具体的かつ詳細に規定することとした。 

次に，個人の居住場所について，自由取引を保障するためには，個人の居住の自由をも保

障する必要があるとの考えに基づき，２００５年民法典第５２条は「個人の居所とはその人

が常に生活する場所である。」と規定し，１９９５年民法典にあった常駐の規定を削除した。

本規定も日本側作業部会の先生方の御意見に基づいたものである。 

(3)-２ 世帯と組合 

世帯又は組合の共有財産の占有，使用及び処分については，日本側作業部会の先生方から，

多数決原則に基づいて決定されることを規定すべきであるとの御意見があった。そこで，ベ

トナム側はこの御意見の一部を取り入れ，２００５年民法典第１０９条第２項において，世

帯の共有財産のうち，価値の高くない財産の処分は世帯の満１５歳以上の構成員の同意を得

ることを定め，第１１４条第３項において，組合の財産のうち生産原材料ではない財産は，

構成員全員の同意に基づいて処分されなければならないことを規定した。 

(4)  財産と所有権 



54 

財産と所有権の制定に関し，ベトナム側の編纂委員会及び起草班は，２００５年民法典の

制定過程において，日本側作業部会の先生方による以下の主要意見を参考にした 

・ 所有形態をより明確化するために全民所有を国家所有に変更すること。 

・ 所有主体に左右されず，第２編第 XII 章の所有権の内容に関する規定をすべての所有形

態を通じて平等に適用すること。なお，国家所有に属する財産を優先的に保護するかど

うかは政策に属する問題である。 

・ 所有権移転のための登記とその公開。民法典と不動産登記法草案との関係につき，日本

側作業部会の先生方からは，民法典は実体について規定し，不動産登記法草案は登記に

ついて規定するが，民法典において，登記すべき個々の場合と登記の時点を具体的に規

定することも可能であるとの御意見を頂いた。世界的に見ると，二種類の普遍的な登記

モデルがあり，その一つは所有権の移転要件としての登記であり，もう一つは第三者対

抗要件としての登記である。いずれのモデルを選択するにしても，そのモデルに従って

一貫性を保ち，関連する制度との整合性を持たせることが重要である。そこで，登記を

定着させるため，２００５年民法典においては，日本側作業部会の先生方の御意見に従

い，登記の時点で所有権が移転することとした。登記制度の内容は，２００５年民法典

の１６７条，１６８条，１７３条等で規定されている。 

・ 所有者と善意の第三者の保護は，取引的要素を考慮する必要がある。そこで，２００５

年民法典では，財産の有償譲渡において譲渡人が目的物の所有権を有していない場合で

も，善意の譲受人は目的物の所有権を取得し，真の所有者は損害賠償を請求することが

できると規定した。 

(5) 民事債務と民事契約 

(5)-１ 民事債務履行の担保措置 

ａ．民事債務履行の担保措置の種類 

２００５年民法典では，１９９５年民法典における質権及び抵当権に関する規定が根本的

に修正され，財産の質と抵当とを区別することが明文で定められた。すなわち，質の場合，

質権設定者が質権者に財産を引き渡すのに対し，抵当の場合，抵当権設定者は抵当財産を引

き渡さず自ら占有を継続するものとされた。 

保証に関しては，２００５年民法典は，第三者の個々の財産による債務履行の担保を第三

者の財産による質又は抵当に変更し，保証を人的担保と位置付けた。また，信頼による抵当

を保証から分離させた。 

また，違約罰について，２００５年民法典は，違約罰を担保措置の一種として規定せず，

民事債務履行の担保措置に関する第５節から削除した。 

さらに，２００５年民法典は，財産の留置を担保措置として規定せず，民事契約の履行に

関する編に置き，その内容を整備した。 

担保措置に関するこれらの規定は，基本的に，日本側作業部会の先生方の御意見を多く取

り入れて修正された。その結果，１９９５年民法典において質と抵当とが明確に区別されて

いなかった状態を改めるとともに，各国の法律と大きな相違を生じないよう担保措置に関す
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る諸規定が整備され，グローバル化や国際化の促進に寄与するものとなった。 

ｂ．担保取引における当事者の権利と義務 

日本側作業部会の先生方の御意見では，民事債務の担保措置に関する規定の修正及び補充

に際しては，約束及び合意に関する当事者の自己責任の原則を重視することと相まって，各

当事者の自主的かつ自由に約束し合意する権利をより強化し，同時に担保措置においては，

担保設定者の通常の生産活動や経営活動を停滞させないとの観点を導入することが推奨され

ていた。そこで，債務履行に関する担保についての第３編第 XVII 章第５節の多くの規定は，

この観点に合致するよう修正又は補充された。例えば，第３１９条では被担保債務の範囲を

拡大し，当事者は現在の債務，将来の債務，条件付債務を含む債務の一部又は全部を被担保

債務とすることができるとした。また，第３２０条では，現物のほか，将来に形成される物

による担保を認め，第３２４条では単数の財産を複数の債務を担保するために用いる可能性

を拡大させた。具体的には，当事者は，担保として用いられる財産の価値が，複数の被担保

債務の総価値を上回る場合も下回る場合も，合意によって担保を設定する権利を有するとさ

れた。 

担保取引の公開性及び透明性を保障するために，２００５年民法典は，担保取引に関する

法律に基づいて担保取引を登記すべきことを規定した。 

(5)-２ 民事契約 

民法典を民事の基本法として整備するための主要な修正又は補充の一つとして，民事契約

に関する規定の改正が挙げられるが，これも日本側作業部会の先生方の御意見を参考にした。

２００５年民法典の契約に関する規定は，契約全般の基本法であり，平等，自主，自己合意，

自己責任の諸原則に基づいて成立する契約関係を調整する。また，民法典の民事契約に関す

る規定の適用範囲が拡大され，これまでのように民事契約と経済契約とを区別せず，全ての

契約に民法典が適用されることとなった。 

民事契約に関する多くの規定は，日本側作業部会の先生方の優れた御意見により，修正又

は補充されたと言える。全般的にみて，これら新規定は，契約の当事者，契約の様式，契約

の内容，契約に違反した場合の責任に関し，当事者の自由契約の権利をさらに強化すること

に重きを置いている。 

(5)-３ 契約外の損害賠償責任 

ベトナムは公平の原則を保障し，加害者の責任と被害者の保護を強化し，両者間の損害賠

償を調整するため，日本側作業部会の先生方の御意見を参考にして契約外責任に関する規定

を整備した。その中には，次のような規定がある。 

・ 健康侵害による損害賠償算定における給養費の撤廃（第６０９条第１項）。 

・ 無過失の環境汚染による損害賠償責任（第６２４条）。 

・ 墓の侵犯による損害賠償の内容の具体化と精神的損害の排除（民法典第６２９条）。 

(6) 相続 

相続の分野においても，ベトナム側は日本側作業部会の先生方の意見を参考にし，以下の

諸規定に反映させた。 
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・ いずれの者が先に死亡したか確定できない場合に同時点に死亡したと見なされる規定を

補充する（第６４１条）。 

・ 新相続人が出現する場合，又は相続権が取り消される相続者がいる場合，遺産分割時に

おける価値に基づき精算額を計算する（第６８７条第２項）。 

(7) 土地使用権の譲渡 

この分野につき，以下の諸問題において日本側作業部会の先生方の御意見を取り入れた。 

・ 土地使用権譲渡による土地の集中に対する統制を規定しない。 

・ 民法典における保証は人的担保措置であるから，土地使用権による保証を規定しない。 

・ 民法典には土地使用権者の行使条件に関する規定を置かず，その調整は土地法に委ねる。 

(8)  知的所有権と技術移転 

ベトナムは，知的所有権分野における一般的な民事関係のみを民法典において調整すべき

であるという日本側作業部会の先生方の御意見を取り入れ，その他の個々の問題の調整は知

的所有権に関する法律に委ねることにした。また，ベトナムが加盟する国際条約や国際通例

に合致するよう各々の条項に対する具体的な御意見をも参考にした。 

(9) 海外的要素をもつ民事関係 

多くの国々における国際司法の理論と実務は，社会生活の様々な分野における多くの法律

関係に，海外的要素をもつ民事関係が含まれていることを示唆している。一方，１９９５年

民法典はそれらのうち一定のものを調整するにとどまり，まだ調整されていない多くの問題

が残っていた。実際，ベトナムでは昨今のグローバル化において，海外的要素をもつ民事関

係が多数発生したにもかかわらず，未調整であった。そこで，このような現実に対応するた

め，日本側作業部会の先生方の御意見を取り入れ，２００５年民法典第７編において，海外

的要素をもつ民事関係の調整を充実させた。具体的には，民事行為無能力者，民事行為能力

の喪失者又は民事行為能力制限者の確定に関する規定（第７６３条），失踪者又は死亡者の確

定に関する規定（第７６４条），相続に関する規定（第７６７条，第７６８条），海外的要素

をもつ民事関係に対する提訴時効に関する規定（第７７７条）等を補充した。 

なお，第７編の規定は，狭義の民事関係のみならず，海外的要素をもつ経営，商業，労働，

婚姻及び家族関係にも適用される。 

２００５年民法典において海外的要素のある民事関係に関する規定は，ベトナムにおける

民事関係の関係者のために円滑な法的環境を提供しつつ，ベトナムの国家主権を侵害させな

いというベトナム側の観点を明確に示したものである。 

結論として，民法典の各草案についての日本側作業部会の御意見は，ベトナム側によって

検討された上で参考にされ，ベトナムの実情や現実に合致するよう活用され，先進的な民法

典の制定に寄与した。 

 

３．民法典の運用 

民法典は，国民の生活のあらゆる分野における様々の活動に関する重要かつ基本的な法律

であり，民法典を十分に運用し，指導することは，社会を安定させて経済の発展を促進し，
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個人や組織の合法的権利と利益，国家の利益，そして公共の利益を保護することに寄与する

ものである。そこで，民法典を公布した直後，ベトナム社会主義共和国の国会及び首相は以

下の二法令を公布した。 

まず，２００５年６月１４日，ベトナム社会主義共和国 XI 期国会第７会期において，民法

典施行に関する決議４５/２００５/ＱＨ１１号が可決された。さらに，２００５年９月１３

日，首相は，国会の民法典施行に関する決議の実施を行う指令２９/２００５/CT-TTg を発令

し，同指令中には，省庁その他の政府機関及び関係機関に向け，以下の任務が明確に規定さ

れている。 

第一は，適合性を失った法令を修正，補充又は撤廃するため，現行法の規定を見直し，民

法典を実施するための新たな法令を公布することである。 

第二は，民法典を運用するための詳細かつ指導的な法令を制定することである。中でも，

性の再確定の権利に関する政令（厚生省主管），民事債務履行の担保措置に関する政令（司法

省主管），講に関する政令（司法省主管），海外的要素のある民事関係に関する政令（司法省

主管）を優先的に制定する。 

また，民法典を具体化するため，国会の２００５年，２００６年及びそれ以降の年次の法

律及び国会令制定計画における案件準備を督促する。準備すべき法律案又は国会令案は，不

動産登記法（司法省主管），住宅に関する法律と知的所有権に関する法律（２００５年第８会

期国会によって公布済み），技術移転法（科学技術省主管），担保取引登記に関する国会令及

び公証法（司法省主管），身体の部分の提供，組織移植に関する国会令（厚生省主管）である。 

第三は民法典の普及及び宣伝を行うことであり，第四は法典の研究及評論を行うことであ

る。 

現在，ベトナムの関係機関はこれらの作業を急激に展開しており，幾つかは既に完成し，

作業中のものはできる限り早期に完成するよう努力されているのであり，これら任務を果た

すため，引き続き日本側の御支援を頂きたきたい。 

最後に，日本国民をはじめ，日本政府，日本の作業部会の先生方，JICA の皆様に，民法典

制定の全過程における御支援に対し，心より厚くお礼を申し上げたい。 
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（添付資料） 

ベトナム２００５年民法典における主要論点 
 

 

第１編 総則 

第Ⅰ章  民法典の任務と効力 

民法典は各主体の平等，自主，自己合意，自己責任の原則に基づく社会関係を調整する基

本法であることにつき，ベトナム側と日本の専門家との意見が統一された。すなわち，民法

典は，個人，法人及びその他の主体の法的地位と対応方法についての法律基準を規定し，民

事，婚姻と家庭，経営，商業，労働関係における財産，身分についての各主体の権利と義務

を規定する（民法典第１条）。 

 

第Ⅱ章 基本諸原則 

１．自由かつ自主的に約束し，合意する原則 

【日本側コメント】 

法律の条文には，強行規定と任意規定とがある。したがって，当事者間の約束や合意は

法律の規定に合致しなければならないという規定は削除すべきであり，当事者は任意規定

に反する内容であっても合意できるようにすべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第４条に反映させた。 

 

第Ⅲ章 個人 

１．行為能力を制限する宣告の要件 

【日本側コメント】 

ある者の民事行為能力を制限する宣告をするに当たっては，「家族の財産を散失させる」

者であるとの要件を設けるとともに，「麻薬または他の刺激物に耽溺して」との要件も設

けるべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第２３条１項に反映させた。 

２．身体の一部の提供権，死後の死体または身体の一部の提供権 

【日本側コメント】 

民法典で規定すべきでない。あえて規定するのであれば，総則にとどめ，具体的な問題

は特別法において規定すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第３３条，３４条に反映した。 

３．個人の居住地 

日本側コメントを反映させた結果，新民法典第５２条は「個人の居所とはその人が常に
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生活する場所である。」と規定し，１９９５年民法典の「居住地は個人が常に居住し，住民票

を有する場所である」との規定を削除した。 

 

第Ⅴ章 世帯，組合 

１. 世帯，組合の共有財産の占有，使用，処分 

【日本側コメント】  

世帯，組合の共有財産の占有，使用，処分は多数決原則によることを規定すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントの一部を取り入れ，第１０９条第２項に世帯の価値の高く

ない共有財産の処分は世帯の満１５歳以上の構成員の多数の同意を得ることを規定し，第

１１４条第３項に生産原材料ではない組合の財産に対する処分は，構成員全員の同意を得

なければならないと規定した。 

 

第Ⅶ章 代理 

１. 無権代理人による民事取引の結果  

【日本側コメント】 

相手方が，本人またはその法定代理人に対し，一定の期間内に無権代理行為に同意する

か否かについて返答を求められるようにし，また，本人の同意がある場合に限って取引が

成立することを規定すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第１４５条に反映させた。 

 

第２編 財産及び所有権 

１. 善意の占有者と所有権登記を要しない動産の返還要求 

日本側のコメントを取り入れ，有償契約によって財産を取得した善意の占有者に当該財

産の所有権を認めた（第２５７条）。 

２．日本側のコメントを取り入れたその他の規定 

第１６７条：財産所有権の登記 

第１６８条：財産に対する所有権の移動の時点 

第１７３条：財産に対する所有者でない者の諸権利 

第２６１条：所有者以外の占有者の権利保護 

 

第３編 債務と契約 

第ⅩⅦ章 総則 

第５節 債務履行の担保 

１．質と抵当 

【日本側コメント】 
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質は，質権設定者が質権者に財産を引き渡す場合であり，抵当は，抵当権設定者が抵当

財産の占有を継続する場合であることを明らかにすべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第３２６条，３４２条に反映させた。 

２．保証 

【日本側コメント】 

保証は人的担保であることを規定するとともに，第三者の個別財産による保証を第三者

の財産による質または抵当として規定し，質または抵当の項に移行する。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第３６１条に反映させた。 

３．信用による抵当 

ベトナム側は，日本側のコメントを取り入れ，信用による抵当の規定を保証の節から分

離し，別節に入れた。 

４．違約罰 

【日本側コメント】 

違約罰は担保ではない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，民事義務履行の担保措置より違約罰を切り離

した。 

５．日本の法律に基づく質，抵当の効力の時点 

【日本側コメント】 

抵当は設定の合意のときから効力を有し，質は目的財産が引き渡されたときから効力を

有する。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，民法典の第３２８条，３４３条に反映させた。 

６．一つの財産による複数の債務の担保 

【日本側コメント】 

複数の債務履行を担保する財産の価値が，担保取引の成立時における被担保債務の総額

を上回るものでなければならないとの規定を置くべきではない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントの一部を取り入れ，民法典の第３２４条に反映させた。 

 

第７節 民事契約 

１．契約の申込み 

【日本側コメント】 

契約締結の申込者は，相手方の返答を待つ期間内において，他の者にも契約締結を申し

込むことができ，両契約を成立させることができるが，履行できるのは一方の契約のみで
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ある場合，履行を受けられなかった相手方に生じた損害を賠償しなければならない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを３９０条第２項に反映させた。 

２．双務契約の履行 

【日本側コメント】 

双務契約において，先履行義務を負う当事者が，期限が到来してもその債務を履行しな

い場合，他方当事者は，その債務の履行期が到来してもそれを延期することができる。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第４１５条２項に反映させた。 

３．双務契約における財産留置 

【日本側コメント】 

留置権者は留置財産の所有権を譲渡したり，その他の処分をすることはできない。留置

権者は単に目的財産を留置することのみができるのであり，留置財産を保管する義務を負

う。なお，留置権の登記制度を規定する必要はない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第４１６条に反映させた。 

 

第ⅩⅧ章 一般的民事契約 

１．借りる側の債務 

【日本側コメント】 

無金利の金銭貸借であっても，借主が返済期限が到来しても返済しない場合は，借主は，

弁済期以降の利息を支払わなければならない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第４７４条４項に反映させた。 

 

第ⅩⅩⅠ章 違法行為による損害の賠償責任 

１．健康侵害による被害  

【日本側コメント】 

健康侵害による損害に関し，給養費に関する規定は削除すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第６０９条に反映させた。 

２．環境汚染による健康被害の損害賠償 

【日本側コメント】 

環境を汚染した者に対し，無過失の損害賠償責任を規定すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第６２４条に反映させた。 

３．遺体，墓の侵犯による損害賠償 
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【日本側コメント】 

損害賠償の対象について，具体的で詳細な規定が必要であり，精神的損害を賠償の対象と

するか否かについても検討する必要がある。 

【対応する条項等】 

ベトナム側はこのコメントを取り入れ，第６２８条３項及び第６２９条において賠償の内

容を明確に規定し，その中で，精神的損害賠償の要否についても明らかにした。 

 

第４編 相続 

第ⅩⅩⅡ章 総則 

１. 遺産相続権を有する者が同時に死亡した場合の相続 

【日本側コメント】 

互いに財産の相続権を有する複数の者が，いずれが先に死亡したか確定できない場合に

同時に死亡したとみなす規定を置くべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第６４１条に反映させた。 

 

第ⅩⅩⅤ章 遺産の精算と分割 

１．新相続人または相続権が取り消される相続者がいる場合の遺産分割 

【日本側コメント】 

相続権が取り消される相続者が，相続人との間で遺産と同等の金額にて清算する場合，

遺産の価値はその清算時ではなく，当初の遺産分割時を基準に計算すべきである。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第６８７条第２項に反映させた。 

 

第５編 土地使用権の譲渡の規定 

１. 土地使用権の譲渡の制限 

【日本側コメント】 

民法典において，土地使用権譲渡による土地の集中を統制する規制を規定しない方がよ

い。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れた。 

２. 土地使用権による保証 

ベトナム側は，民法典における保証は人的担保であるとの日本側のコメントを取り入れ，

土地使用権による保証の規定を削除した。 

３. 土地使用権の譲渡及び貸与の条件 

これも日本側のコメントを取り入れ，ベトナム側は民法典から土地使用権の貸与及び譲

渡条件に関する規定を削除した。 
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第６編 知的財産権及び技術移転 

１. 技術移転契約の期限 

【日本側コメント】 

技術移転契約の期限に関する１９９５年民法典第８１０条を削除すべきである。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，２００５年民法典には技術移転契約の期間を

規定しないことにした。 

２. 技術移転の対象 

【日本側コメント】 

技術移転の対象には様々なものが考えられるので，民法典において列挙すべきでなく，

他の法律において規定すべきである。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，民法典の第７５５条に「その他，技術移転に

関する法律が規定する諸対象」と付け加えた。 

３. 技術移転契約の内容 

【日本側コメント】 

技術移転契約の内容に関する規定を削除すべきである。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，民法典に技術移転契約の内容を規定しないこ

とにした。 

 

第７編 海外的要素をもつ民事関係 

１. 外国人の民法上の能力及び民事行為能力 

【日本側コメント】 

ベトナム在住外国人の民法上の能力及び民事行為能力はベトナム国民と同様とすべき

である。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを第７６１条２項，第７６２条２項に反映させた。 

２. 民事行為無能力者，民事行為能力の喪失者または民事行為能力制限者の確定 

【日本側コメント】 

「民事行為無能力者，民事行為能力の喪失者または民事行為能力制限者の確定は，その

者が国籍を有する国の法律に基づいて確定される」との規定は，ベトナムの裁判所に多く

の難題を与えることなる。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，第７６３条２項に「外国人がベトナムに居住

する場合，その者に対する民事行為能力の有無，民事行為能力の喪失または民事行為能力

の制限の確定は，ベトナム社会主義共和国の法律を遵守しなければならない。」との規定
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を置いた。 

３. 行方不明者及び死亡者の確定 

【日本側コメント】 

「行方不明者及び死亡者を確定するには，その者が国籍を有する国の法律を適用するも

のとする」と規定した場合，ベトナムの裁判所に多くの難題を与えることなる。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，民法典の第７６４条２項に反映させた。 

４. 外国法人の民法上の能力 

【日本側コメント】 

「外国法人の民法上の能力は，その法人の設立された国の法律に基づいて定められる」

と規定した場合，法人の民法上の能力を確定する際，その法人の関係者及びベトナムの裁

判所に難題を与えることになる。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，第７６５条２項に反映させた。 

５. 隔地者間の民事契約締結 

【日本側コメント】 

隔地者間で民事契約が締結され場合，契約締結の場所の確定は，個人である契約の申込

者の居住地または法人である申込者の本店所在地がある国の法律を遵守しなければなら

ない。 

【対応する条項等】 

ベトナム側は，このコメントを第７７１条に反映させた。 

６. 外国要素のある技術移転 

【日本側コメント】 

技術移転を奨励するためには，外国の法律を適用する余地を認めることも規定すべきで

ある。 

【対応する条項】 

ベトナム側は，このコメントを取り入れ，第７７６条において，当事者が法律を選定す

ることを合意した場合に外国の法律の適用を選定できる方向で反映させた。 
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基調講演「ベトナム民法典の改正と日本の法整備支援」 
 

財団法人地球環境戦略研究機関理事長 
名古屋大学名誉教授 

 森嶌 昭夫 
 

１ １９９５年民法典の制定 

・１９８６年ドイモイ（刷新）以後の法制度の整備 

・１９９２年以降の民法典の起草作業における課題 

民法の性格―経済法との違い 

民法典の規制対象―知的財産権，国際私法，運送契約，保険契約などを含むか 

・社会主義国における民法 

特殊な所有形態の承認―国家所有，政治組織所有など 

動的取引安全の軽視―表見代理制度や善意譲受人保護制度の不存在など 

・行為規範としての民法 

・民法施行のための不動産登記法等の付属法令の不備 

 

２ JICA によるベトナム法整備支援 

・第１期（１９９６～１９９９）・第２期（１９９９～２００２）・第３期（２００２～ ） 

・主として，民商事法等の市場経済関連法の整備を目的として，①長期専門家を派遣して，

べトナム側の要請に応じて立法に関する助言や日本法に関する講義を行う，②短期専門家

を派遣して，個別の法律に関する現地セミナーを実施する，③ベトナムの法律専門家を日

本に招いて日本において研修を行う，④コンピューター等の機材を供与する，という支援

事業を行った。 

・第１期においては，土地使用権や建物所有権の取引実態に関する実態調査を行い，民法付

属法令についてのセミナーを実施するなど，民法関連の法整備支援に重点が置かれた。 

・第２期以降，民法改正作業が開始されると，日本側では，民法学者によるベトナム民法改

正共同研究会が作られ，また本邦研修もベトナム側民法起草グループを招待して，集中的

に民法に関する研修を行うという方針をとった。 

 

３ ２００５年ベトナム民法典の改正 

・２０００年国会による民法改正決定―外資の導入，WTO 加盟への動き 

・大規模改正ではなく，他の法令等との調整的改正 

・９５年民法においては，土地使用権に関する規定は必ずしも整備されていなかったが，今

回かなり整備された。９５年民法では，各地の人民委員会に裁量的に土地使用権設定権が

認められた結果，地方によって使用権設定実務にばらつきがあった。２００３年土地法が

制定され，改正民法はそれを前提した規定を置いた。すべての土地所有権が国家に属する
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ベトナムでは，明確な土地使用権の保障は経済活動にとって不可欠である。 

・他方で，善意の第三者保護制度（取引の動的安全保障）は，今回の改正でも実現されなか

った。 

・総じて言えば，市場経済化のなかで，社会主義国家としての土地所有権概念と計画経済的

な契約の観念は改正民法においてもなお残されていると言ってよいであろう。 
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ベトナム民法典の主要な改正点 

 

学習院大学法学部教授 
 野村 豊弘 

 

１ はじめに 

(１) ベトナム司法省とのワークショップ 

  西欧法における法の階層性 

   一般法と特別法 

  法の適用における裁判所の役割 

   法律の解釈権限 

 

(２) ベトナム司法省と国会 

  司法省の理解と国会における説明 

   「民事」概念の維持 

   「世帯」概念の維持 

 

２ ベトナム民法の主要な改正点 

(１) 民法典全体について 

 

(i) 民事法の分野における基本法としての位置づけ 

  総則第１章「民法典の任務と効力」(１条～３条) 

  総則第２章「基本諸原則」（４条～１３条） 

(ii) 知的財産権・技術移転関連規定(第６編)の整備 

  民法からの削除と特別法の制定 

  ベルヌ条約・越米二国間貿易協定の反映 

(iii) 海外的要素をもつ民事関係(第７編)の整備 

  準拠法 

   

(２) 債務法総則について 

(i) 「民事債務」概念の明確化 

  旧２８５条 債務の定義 

  新２８０条 債務の定義 

   与える債務，為す債務・為さざる債務の区別 

   （obligation de donner,obligatin de faire ou de ne pas faire） 

(ii) 債務不履行責任と不法行為責任の明確化 

  過失の推定（旧３０９条３項) 
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  新３０８条(推定規定の削除) 

(３) 相続法について 

(i) 同時死亡の場合の相続 

 新６４１条の新設 

(ii) 遺産分割の制限 

  旧６８９条 

  新６８６条 

(iii)遺産分割後における相続人の出現 

  新６８７条 

(iv) 相続に関する訴権の時効 

  新６４５条(２項を新設) 

 

３ おわりに 

(１) 改正民法典について 

  残された課題 

   ベトナム司法省の理解 

   国会の意思 

(i) 債務法総則について 

(ii) 相続法について 

  法定相続と遺言相続の関係 

   相続人の意義 新６３５条 

   相続人と受遺者の区別 

    新６７１条 

  熟慮(相続放棄)期間 

   新６４２条 

  夫婦共同遺言 

   新６６３条，６６４条，６６８条 

 

(２) 民法典と英米法系の法律との関係 

 担保取引令と民法典 

 

(３) 民法典に関する共同研究の可能性 
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名古屋大学の法整備支援活動の概要 

 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター長 

 杉浦 一孝 
 

Ⅰ．前史 

 

１．アジア太平洋地域法政研究教育事業基金（ＡＰ基金）の設立（１９９１年４月） 

   

名古屋大学法学部は，学部創立４０周年を契機に，各界からの浄財をもとに学部とし

てアジア諸国の法・政治についての研究教育を開始（←日本の欧米偏重・アジア軽視の

法律学・政治学に対する反省）。 

 

➀アジア諸国の法・政治についての共同研究の推進 

   国際シンポジウム・ワークショップの開催（例；１９９２年７月の国際シンポジウム

「環境と開発―その法的・政治的諸相」等） 

研究者の招聘・派遣 

   アジア諸国の大学・研究機関との学術交流協定の締結（２００５年１１月８日現在，

１９９４年の中国政法大学をはじめとする１９大学・研究機関） 

      ↓ 

   人的ネットワークの形成 

 

②アジア諸国からの留学生の受入体制の整備 

  留学生に対する研究教育費の助成 

  オリエンテーション・プログラム講義の実施 

  チューター制度の強化等 

＊ 日本人の大学院生に対するアジア諸国の法・政治についての研究教育助成および

学部生に対する一般的な教育助成 

 

２．アジア法整備支援への取組みの準備  

   

アジア諸国，とくに市場経済化の途上にあるインドシナ三国（ベトナム，カンボジア

およびラオス）から，名古屋大学に西欧法の継受国である日本の経験の教授を含めて法

整備支援の要請あり。名古屋大学法学部は，機関として法整備支援を行うことを決定（１

９９８年度）。 
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➀日本 ODA（政府開発援助）による法整備支援の実施 

  国際協力事業団（JICA）のベトナムに対する法整備支援の開始と法学部スタッフの参

加（１９９６年） 

  法学部の研究教育プロジェクト「アジア法整備支援」の準備とインドシナ三国（ベト

ナム，カンボジアおよびラオス）の法整備の現状の調査（１９９７年１０月および１９

９８年１月） 

 

➁国際シンポジウム「アジアにおける社会変動と法整備」の開催（１９９８年９月） 

  インドシナ三国（ベトナム，ラオスおよびカンボジア）とモンゴルの法律学者・法律

実務家の招聘，法整備支援の要請内容の聞取りおよび合意事項 

     ↓ 

  法学部スタッフの派遣と現地研修 

JICA プロジェクト・国別特設研修（ラオス）の開始（１９９９年２月） 

＊ 法務省法務総合研究所との共同研修 

  法整備支援の一環（人材(法律家)養成への協力）としての留学生の受入の開始（１９

９９年度） 

＊ 添付資料「法学部・法学研究科 国籍別在籍留学生数の推移」を参照。 

 

Ⅱ．名古屋大学法政国際教育協力研究センターの設置 

 

１．アジア法整備支援およびその研究活動の体制の確立 

 

名古屋大学大学院法学研究科は，法学部創立５０周年を契機に，各界からの浄財をも

とにセンターを設置してアジア法整備支援およびその研究活動を展開するための体制を

確立。 

 

➀アジア法政情報交流センター（Center for Asian Legal Exchange）の設置（２０００年４

月） 

アジア諸国の法・政治についての研究の推進，アジア諸国の法・政治に関する情報の

収集・発信，アジア法整備支援のコーディネートの拠点として大学院法学研究科内にア

ジア法政情報交流センターを設置。 

      ↓ 

   個別の法整備支援事業の実施 

 

②国際シンポジウム「『アジア法整備支援』と国際協力」の開催（２０００年９月） 

法整備支援を実施している国際（金融）機関（国連開発計画，世界銀行，アジア開発

銀行，欧州復興開発銀行），外国の政府関係機関（ドイツ技術協力事業団，フランス司法



 

 ICD NEWS  第27号（2006. 6） 71 

省，スウェーデン国際開発協力庁，米国国際開発庁），日本法務省法務総合研究所，JICA

および大学・研究機関の代表の招聘と法整備支援のあり方についての討議 

      ↓ 

   法整備支援に関する情報交換等のためのネットワークの構築 

 

③名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）の設置（２００２年４月） 

アジア法政情報交流センターが名古屋大学の共同研究教育施設として法政国際教育協

力研究センターに再編され，法政領域における国際（教育）協力のナショナル・センタ

ーとしての役割を果たすことも求められている。 

CALE の組織，任務および活動については，CALE パンフレットを参照。 

２００５年度の活動の一部 

⑴人材（法律家）養成への協力 

      ２００５年１０月１日現在，大学院法学研究科・法学部の留学生の総数は１２１名，

そのうち法整備支援事業の一環として受け入れている留学生数は６２名。 

⑵JICA プロジェクト・国別特設研修等の実施 

      ラオスの裁判官，検察官および行政官を対象とした研修を実施し，本年度は商法教

科書の作成を支援。 

      イランの司法官の研修を実施（５年間の予定で昨年度から開始）。 

      アドホックな研修の実施（モンゴルの司法関係者） 

⑶世界銀行の委託調査の実施 

世界の司法制度の統計資料を収集・分析（日本を含む１８カ国。URL，http: //cale. 

nomolog.nagoya-u.ac.jp/en/activities/projects/worldbank を参照）。 

     ⑷日本の法令の英語翻訳ソフトの開発 

      名古屋大学の大学院情報科学研究科等と共同で開発中。 

       

２．法整備支援に関する研究活動の展開 

 

名古屋大学法政国際教育協力研究センターは，アジア法整備支援事業を行うとともに，

その事業を学問的に支えるため，法整備支援という新しい法的現象を対象とする研究活

動を展開。 

   

①科学研究費特定領域研究「アジア法整備支援一体制移行国に対する法整備支援のパラ

ダイム構築－」の開始（２００１年９月‐２００６年３月） 

他の大学の法律学者，法律実務家等の協力を得ながら，名古屋大学の法律学者・政治

学者を中心に上記の研究プロジェクトへの取組みを開始。 

     ＊ 従来の法整備支援（例；米国の「法と開発」運動）の理論的・実践的総括，支援

対象国の慣習など法規範以外の社会規範，その規範意識，これらにもとづいて形成
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された伝統的秩序，そしてその生成の歴史・文化的背景の検討を含む支援対象国の

法の研究をとおして，法整備支援の「理念」「目標」「手法」および「評価」を明ら

かにすることが課題。 

この研究プロジェクトの一環として，２００２年２月の国際シンポジウム「２１世紀

中央アジアにおける体制転換と法一法整備の現状と課題－」，同年６月のサテライト・フ

ォーラム「体制移行にともなう法整備と法学教育一法政国際教育協力の課題－」（このフ

ォーラムで，日本語による日本法の教育とそのためのサテライト・オフィス（ウズベキ

スタン，ベトナムおよびモンゴルの学術交流協定締結大学内）の設置を提起）など，多

くのシンポジウム等を開催。 

  

②先端研究拠点事業「２１世紀の『開発支援と法』研究」の開始（２００４年４月‐２

００６年３月） 

米国のウィスコンシン大学，コーネル大学およびスウェーデンのルンド大学と国際的

な研究協力体制を築き，途上国の法制改革のための情報等を共有し，「法整備支援学」を

構築することが目的（将来は，研究協力体制を拡大）。 

この研究プロジェクトの一環として，２００４年１０月に国際シンポジウム「開発に

おける法の役割―法と開発；その理論と展望」を開催。 

 

③アジア研究教育拠点事業「アジア法整備支援のための実務・研究融合型比較法研究拠

点」の開始(２００５年９月‐２０１０年３月) 

マッチングフォンドにもとづいて，ベトナム，中国およびモンゴルの主要な法学研究

教育機関との研究交流をとおして，これら三国における法整備および高度な能力を有す

る研究・実務人材の育成を実現するための研究教育拠点を形成することが目的。 

 

④科研費補助金等の交付を受けたその他の研究活動 

日本学術振興会・ハンガリーとの共同研究「グローバル化の中の法典化」(２００５年

４月－２００７年３月) 

基盤研究（A）「モンゴル国の土地法制に関する法社会学的研究」（２００５年４月－２

００９年３月） 

基盤研究（B）「中央アジア諸国における立憲主義の『移植』とその現実態に関する研

究」（２００５年４月－２００８年３月） 

その他の外部資金にもとづく研究活動 

 

３．アジア法整備支援およびその研究活動の実例１―ウズベキスタン 

  

①ウズベキスタンに対する国際協力の開始（２０００年１月） 

ウズベキスタンの法整備に関する調査団の派遣 
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２０００年８月，名古屋大学大学院法学研究科は，サマルカンド国立大学法学部，タ

シケント国立法科大学および世界経済外交大学と学術交流協定を締結。 

＊ 翌２００１年度から，法整備支援事業の一環として，ウズベキスタンからの留学

生の法学研究科博士課程前期課程への受け入れを開始。２００５年１０月１日現在，

ウズベキスタンからの留学生の在籍者数１６名。 

  

②学術交流＝研究活動をとおしての法整備支援と日本法教育研究センターの開設 

   ⑴２００２年２月，中央アジア三国（ウズベキスタン，カザフスタンおよびキルギス

共和国）の法律家の招聘（各国５ないし６名）と国際シンポ「２１世紀中央アジアに

おける体制転換と法一法整備の現状と課題－」の開催 

     ＊ 科学研究費特定領域研究「アジア法整備支援」の最初の国際シンポジウムであり，

ソ連解体後の上記３カ国（研究の空白地帯）の法整備の現状と課題について認識を

共有することが課題。 

   ⑵２００２年９月，国際シンポジウム「法整備と伝統法」（タシケント）の開催 

     ＊ 法整備を行うためには，その国の慣習（法）等の「伝統法」（法規範以外の社会

規範とその規範意識をも含むものとして理解）を考慮に入れなければ，実効性のあ

る法制度を構築することはできないという認識のもとに開催。このような課題認識

は，私たちの法整備支援事業に一貫して存在。 

⑶２００３年９月，国際シンポジウム「伝統法とマハラ」（タシケント）の開催 

     ＊ 「伝統法」が実際に機能している場であり，自治機関的側面と行政機関的側面を

有するマハラ（地域共同体）をどのように理論的に把握すべきかを課題として開催。 

当該シンポジウムの開催に向けてマハラ研究会を組織し，その後，この研究会で

ウズベキスタンの法制改革について検討を開始。現在は，その研究の成果のとりま

とめの段階。 

   ⑷２００３年１２月，セミナー「日本とウズベキスタンにおける司法改革」（名古屋）

を開催 

   ⑸２００４年９月，国際シンポジウム「ウズベキスタンにおける司法改革」（タシケン

ト）の開催 

   ⑹２００５年９月，国際シンポジウム「公法関係領域における法の支配とパラリーガ

ル・プロフェッションズ」の開催 

   ⑺２００５年９月，名古屋大学日本法教育研究センターの開設（タシケント国立法科

大学内） 

     ＊ 日本語による日本法教育の実施，共同研究の推進，日本法の情報センターとして

帰国留学生への新しい法情報の提供等 

   

③日本 ODA（政府開発援助）による法整備支援 

   ⑴２００１年９月，JICA の要請により，名古屋大学大学院法学研究科と法務省法務総
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合研究所から今後の法整備支援の可能性を調査するため調査団を派遣。翌２００２年

より，５年間のプロジェクトで法務省法務総合研究所においてウズベキスタンの裁判

官，検察官，司法省の職員等の研修が実施される。 

＊ ２０００年９月，２００１年１２月，名古屋大学大学院法学研究科は，別の機関

から委託を受けて調査団を派遣し，報告書を提出。 

   ⑵２００３年９月より，名古屋大学法政国際教育協力研究センターがコーディネータ

ーとして，JICA の短期専門家・長期専門家を派遣。 

     ＊ ウズベキスタン民法典の改正についての調査研究を開始。日本の民法典および商

法典をロシア語に翻訳し，ウズベキスタン民法典を日本語に翻訳する作業に着手

（後者の作業は，２００４年３月に終了し，邦訳を刊行）。 

   ⑶２００５年１０月１日より，JICA のウズベキスタンに対する法整備支援プロジェク

トが開始され，名古屋大学法政国際教育協力研究センターがコーディネーターとして

法整備支援を実施。 

＊ ウズベキスタンの中小企業の振興・個人事業者の法的保護を目標に，担保法制の

改革，行政手続法の制定（行政機関による許認可権の恣意的な行使の排除等），法

令データーベースの改善等を内容とするプロジェクト 

 

４．アジア法整備支援およびその研究活動の実例２―モンゴル 

 

①モンゴルに対する国際協力の開始（２０００年４月） 

名古屋大学大学院法学研究科は，２０００年４月にモンゴル国立大学法学部と学術交

流協定を締結し，学生・教員の交換を開始。 

     ＊ ２００５年１０月１日現在，モンゴルからの留学生の在籍者数１１名。 

 

  ②学術交流＝研究活動をとおしての法整備支援 

⑴２００４年１月，科学研究費特定領域研究「アジア法整備支援」の一環としてモン

ゴル法研究会を設立し，モンゴルにとって緊急の課題である土地法制の改革を取り上

げて研究を開始。 

     ＊ テーマの特殊性を考慮して，法律学者だけでなく，文化人類学者，自然科学者に

も研究会への参加を要請。 

⑵２００４年９月，国際シンポジウム「モンゴル国における土地法制の諸問題」（モ

ンゴル）の開催。 

⑶２００５年９月，国際シンポジウム「モンゴル国における土地私有化の現状」（名古

屋）の開催 

   ＊ このシンポジウムを契機に，２００５年度に採択された科学研究費・基盤研究（A）

「モンゴル国の土地法制に関する法社会学的研究」（研究期間４年）にもとづいて，

モンゴル国における初めての本格的な法社会学的調査による法改革支援をモンゴ
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ル国立大学，モンゴル国立法律センター，モンゴル土地管理局との共同研究として

開始。 

   ⑷２００５年８月，名古屋大学日本法教育研究センター準備室の設置（モンゴル国立

大学法学部内） 

＊ 本年９月の開設にむけて日本語教育を開始。 

なお，ベトナムのハノイ法科大学にも名古屋大学日本法教育研究センターを開設

するため取組みを開始。 

 

私たちは，このようなアジア法整備支援事業をとおして，日本の法律学・政治学を輸入

型から情報発信型へと転換することを目標としている。 

以上 
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法整備支援における民法整備支援の意義と課題 

――民法教育支援における経験を踏まえて―― 

 

慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

 松尾 弘 

 

 １．プロセスとしての民法整備支援 

 本報告では，法整備支援活動において民法整備支援が持つ意義と課題につき，ラオス，ウ

ズベキスタンなどへの民法教育支援に携わった経験も交え1，若干の感想をまとめてみたい。

このテーマに関しては，管見を簡潔に述べる機会があったが2，本報告は，その趣旨を要約す

る一方，そこで言及できなかった問題点や考え方を補充することにしたい。 

 民法整備支援の方法は，（ⅰ）民法典を起草する形態の支援から，（ⅱ）民法典及び関連法

令の制定・改正に対する助言的支援，（ⅲ）そのための諸々の調査・情報収集・その他の準備

活動に対する支援など，非常に多様である。本報告では，これらの支援方法を包括的に「民

法整備支援」と表現する。このうち，立法という成果に通じる（ⅰ）・（ⅱ）の形態であって

も，①民法典を含む法律の制定は市場経済・市民社会の基盤ルール整備の第一歩にすぎず，

②「裁判所，弁護士，公証人，不動産登記，身分登録といった民法を支える制度」とともに，

③「実は一番重要なのは，…法律を適正に運用できる人材の養成」であり，「人的能力養成支

援が法整備支援の中でこれからますます重要になるであろう」と指摘されている3。ここでは，

人を養成してから立法することも，立法してから人を養成することも，非現実的・非効率的

であるから，むしろ，《制度づくりをしながら人材を養成する》という，よりプロセス志向的

な民法整備支援の方向性が示唆されているように思われる4。 

そこで，本報告では，こうしたプロセス志向的な民法整備支援を発展させる上で直面する

であろう問題点を，若干の経験も織り交ぜて提示し，議論の題材に供したい。 

 

 ２．民法整備支援の基本問題 

 （１）《ルールをつくるためのルール》づくり 

                                                      
1 ラオスへの法整備支援（現地セミナー，本邦研修，コメント作成等）では，野澤正充教授（立

教大学），古積健三郎教授（中央大学）と協力して作業を進めた。 
2 松尾弘「法整備支援における民法典整備の意義と課題」慶應法学４号（２００６）３１-６２頁。 
3 松本恒雄「インドシナ諸国における民法典の整備と開発」一橋法学１巻２号（２００２）４０

３-４０４頁。なお，森島昭夫「法整備支援の理念とその課題」法律のひろば５４巻１０号（２０

０１）１２-１７頁も参照。 
4 松尾・前掲（注２）４１頁前段の①～④参照。もっとも，そうしたより基礎的・前提的段階か

らの支援は，支援内容の多様性からくる目標の曖昧さ，事前評価・事後評価に関する客観的指標

の欠如，息の長いプログラムを策定し，計画的・継続的に推進できる人材の確保・組織体制の確

立の難しさなど，多くの課題を抱えている。 
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 以下では，民法整備支援において直面する主要な課題を5，次の４類型に集約して検討した

い。すなわち，①《ルールをつくるためのルール》づくりの重要性，②民法典（整備）の意

義に関する認識の共有，③民法典の基本構成，④民法（典）の内容上の問題である。 

第一は，民法（典）という法律を整備するための手順，ルールの決定的な重要性に関する

問題である。これは，最終段階としての立法機関における形式的
フ ォ ー マ ル

な手続のみならず，最初期

の準備・調査活動，草案の起草・審議，法案の決定に関する手続及び組織についてのルール

までを含む，《ルールをつくるためのルール》である。こうしたメタ・ルールをあらかじめ明

確かつ詳細に定め，絶えず見直し，関係当事者間で共通認識を得ておくことは，非常に重要

であるにもかかわらず，今なお困難な問題であるように思われる。その結果，プロジェクト

の途中で非効率なやり直しや混乱が生じ，又，終局段階で意表をつかれるような展開も予想

される。 

この点で，明治期の法典編纂作業における経験から引き出せることは少なくないようにも

思われる。例えば，（ⅰ）旧民法典の起草準備の手続に関する「民法編纂局章程」（明治１３

〔１８８０〕年５月２８日。元老院・法制部・民法編纂局総裁・大木喬任による），（ⅱ）現

行民法典の起草準備の手続に関する「法典調査会規則」（明治２６〔１８９３〕年勅令１１号），

②同規則５条に基づく「法典調査規定」（１条～３３条。明治２６年４月２７日。内閣総理大

臣の職権による決定），③「法典調査ノ方針」（１条～１３条）などにおいて定められたルー

ルは，草案の起草・審議・整理・記録などに関する役割分担を含む，相当詳細なルールであ

る6。こうした経験を分析し，整理した上で紹介すること自体，将来民法（典）の制定・改正

を担い得る人材の育成支援の一環として，プロセスとしての民法整備支援の内容に入れられ

てもよいかもしれない。 

                                                      
5 例えば，(１)国家法体系における民法典整備の意義をめぐる認識ギャップ，(２)基本用語・基本

概念の統一の困難，(３)個別立法積上主義と包括的法典編纂主義，(４)英米法的要素と大陸法的要

素との調整，(５)民法典・商法典の分離主義と統合主義，(６)消費者保護法の位置づけ，(７)知的

財産法の取扱い，(８)インスティトゥティオネス体系とパンデクテン体系，(９)物権と債権との関

係，(１０)法律行為概念，その他の一般的・抽象的概念の採否，(１１)第三者保護規定の位置づけ

などが問題になる（松尾・前掲〔注２〕４１-５９頁）。ほかに，社会主義・計画経済の理念に基

づく経済契約法と民法上の契約法との「二つの契約法」問題，仏教寺院・少数民族などの慣習上

の権利，コンセッションによる権利など，慣習法や法政策に基づく新たな形態の物権の要請，土

地法上の占有権と民法上の占有権との不整合，民事的サンクションと刑事的・行政的サンクショ

ンとの未分離，裁判規範と行為規範とのアンバランスなどの問題点も指摘されている（松本・前

掲〔注３〕３９３-３９５頁，３９９-４０３頁，同「民法からのコメント――日独以外の視点及

び法整備支援から見た日本にとってのドイツ民法学――」民商法雑誌１３２巻６号〔２００５〕

７１５-７１６頁）。 
6 例えば，（ⅱ）③について，伊藤博文（総理大臣）は，すでに主査委員が２回の会合をもって議

定したものの，「頗ル重大ノ問題ナルヲ以テ尚ホ総会ニ於テ意見ヲ有セラルル諸君ハ十分ニ之ヲ

吐露セラレタシ而シテ其ノ決議ヲ以テ法典調査ノ基礎ト為シ此基礎ニ依テ調査ノ事業ヲ進行セ

ント欲ス」とし，２回の法典調査委員総会で審議，決定している（明治２６年４月２８日，５月

２日）（法典調査会「民法総会議事速記録」法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資

料叢書１２』〔商事法務研究会，１９８８〕所収２７-２８頁）。 
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 （２）民法典整備の意義 

 第二に，メタ・ルール問題の延長でもあるが，当該社会において民法典を整備することの意義

について，当事者間で共通理解に至らないまでも，議論を深めることが重要であると思われる。

もっとも，法整備支援プロジェクトにおいて，民法典制定の意義を改めて論じる契機は少ない。

その理由として，①市場経済化を目標とする支援では，外国投資や企業活動を促進するための単

行法――外国投資法，企業法，土地法，担保法，破産法，競争法など――の整備にプライオリテ

ィーが置かれ，その一環として民法関連規定が整備されることが少なくない。又，②プロジェク

ト評価の厳格化に伴い，限られたプロジェクト期間内に目に見える客観的成果を上げるため，よ

りコンパクトな個別法の整備へとプロジェクトが細分化され得る，③又，複数のドナー間調整に

よるプロジェクトの分担化傾向の中で，結果的に個別立法が先行しがちな事情も考えられる。 

 確かに，民法関連の個別立法を積み上げる方式にもそれなりのメリット7――例えば，①経済・

社会状況の変化への臨機応変な対応，②立法の成果を検証するための一種の実験的な試行錯誤の

機会の獲得など――も考えられる。しかし，個別立法が長期間併存することによるデメリット8―

―例えば，①いったん個別法が施行されると裁判や行政で適用・運用され，市民にも普及し始め

るので，後にそれを改廃しようとしても改めてゼロから出発することはできないこと，②複数の

個別立法間における用語・概念の不統一，規定の重複・矛盾，優先関係の不明確さ，③特別規定

に対する一般原則の不存在，④全体としての体系性の欠如など――も生じてくる。又，個別立法

の制定・改正と並行して包括的な民法典編纂の準備を進めることは必ずしも矛盾しない。 

このような状況下では，包括的な民法典編纂の意義を改めて問うことが有意義であると思われ

る。この点で注目すべきは，「社会の憲法／構成原理
コ ン ス テ ィ テ ュ ー シ ョ ン

」ないし「基本法」としての民法典の意義

を検証しようとする議論である9。これは，国家の法秩序全体において民法が果たす役割，その

第一次的規範
プ ラ イ マ リ ー ・ ノ ー ム

としての民法典編纂の意義を再認識することに通じると考えられる。とりわけ，民

法典のプリミティブな役割として，人格権，物権，債権，親族法上の権利などの《市民の基本的

権利》を定義し，保護・実現の方法を規定することが，最終的には憲法によって保障される法秩

序の出発点になっている10，ということの意味を，関係当事者間で再認識することの意味は大き

                                                      
7 松尾・前掲（注２）４８頁。 
8 松尾・前掲（注２）４８-４９頁。 
9 大村敦志「民法と憲法の関係――フランス法の視点」同『法源・解釈・民法学』（有斐閣，１９

９５）所収３５２-３５３頁，同『法典・教育・民法学』（有斐閣，１９９９）４頁，５０頁，山

本敬三「憲法と民法の関係――ドイツ法の視点」法学教室１７１号（１９９４）４４-５１頁，同

「基本法としての民法」ジュリスト１１２６号（１９９８）２６１-２６９頁，星野英一『民法の

すすめ』（岩波新書，１９９８）９頁ほか，同『民法のもう一つの学び方』（有斐閣，２００２）

２０-３９頁参照。 
10 すなわち，①まずは民法典によって規定される人格権・物権・債権・親族法上の権利などを中

心とする，《市民の基本的権利》としての私権があり，②それらを実効的に保護するために国家

の裁判権，執行権といった国家的公権があり，③そうした国家的公権を付与された強い政府の権

限行使の濫用や逸脱を市民が実効的にコントロールするために自由権・参政権・社会権等の個人

的公権――基本的人権――が意味を持つ，という順序である。 
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いと考えられる。 

 かかる民法典の基本理念の検証との関係で問題になるのが，民法典といくつかの特別法，

例えば，商法，消費者保護法，知的財産法などとの関係である11。この問題に関しては，―

―いわば個別立法積上主義の対極として――民法典には市民生活に関わるあらゆることが規

定されている方がよいという考え方も見受けられる。実際，民商統一法典は存在するし，消

費者規定を民法典に組み込んだ例，知的財産法の規定を民法典に編入した例もある。確かに，

市民生活に関するあらゆる事項を民法典に組み込むことは，民法典を日常生活に密着した身

近なものとするというメリットはあるかもしれない。しかし，その一方で，そうした包括主

義は，①民法典さえつくれば市民生活のあらゆる問題が解決するかのような過度の期待を民

法典に抱かせるし，実際そうでもないと分かったときは逆に民法典に対する規範意識を低下

させかねない。又，②民法上の原則と特別法上の例外が併存することから，民法典本来の原

理・原則の意義や，その背後にある思想的意味（例えば，契約自由の原則，自己責任の原則

など）が不明瞭になったり，それに対する規範意識が稀薄になるといった副作用も考えられ

る。さらに，③市民の基本的権利と国家の法政策的裁量によって保護範囲が左右される性格

の権利とが併存するといった問題もある12。ここで改めて，《市民の基本的権利》を定義し，

その主体・客体・変動・効果について規定する民法典の意義の検証問題へと立ち返ることに

なる13。 

 （３）民法典の基本構成 

 第三に，仮に民法典（整備）の意義が承認されたとして，次に問題になるのは，民法典の

基本構成である。この問題は，民法（典）整備の準備段階から，例えば，現行法の解説を目

的とする教科書の執筆段階から，議論の題材になり得る。具体的には，いわゆるインスティ

トゥティオネス方式とパンデクテン方式との比較が問題になる。ここでは，両者の方式はど

こが共通で，どこが違うのか，インスティトゥティオネス方式の問題点をパンデクテン方式

はどのように回避しているか，パンデクテン方式の問題点をどう克服すべきかについて，議

論を深めるための格好の機会が提供されているように思われる。少なくとも，権利の主体・

客体・変動というインスティトゥティオネス方式の基本構成はパンデクテン方式（とくにそ

の総則）に取り込まれ，《権利本位の体系》である点で両者は共通しており，異質の体系とみ

るべきではないと考えられる14。この意味で，両者の長所を生かし，問題点――例えば，パ

                                                      
11 松尾・前掲（注２）５１-５５頁。 
12 およそ権利が公共の福祉による制約を受ける点では，例えば，有体物の所有権も知的財産権も

共通であるが，国家の法政策が権利内容に影響する程度においては，両者間に質的相違があるよ

うにも思われる。 
13 民法典の意義についての理解の曖昧さと民法典に対する過度の期待又は軽視とは，表裏一体で

あるようにも思われる。 
14 松尾・前掲（注２）５６頁，同「民法の条文とは」法学セミナー６１７号（２００６年５月）

掲載予定参照。 
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ンデクテン方式における自然人と親族法との分離――を回避する折衷的構成も可能であり，

実際そのような試みが見出されることは注目される15。 

 （４）民法（典）の内容上の問題 

 （ア）物権と債権との関係 

 インスティトゥティオネス方式かパンデクテン方式かの問題は，単に条文配列方法の相違

に尽きるとすれば，比較的形式的な問題にとどまる。しかし，実質面において，パンデクテ

ン方式では物権と債権とが比較的明確に区別されているという特色がある。もっとも，物権

と債権との区別の程度，規定配列の前後関係については選択の余地があり，この点に関して

も選択肢間の比較研究を深める余地がある16。又，所有権以外にどのような類型の物権を認

めるべきか，あるいは紹介すべきかについても，先行立法の内容，慣習法上の権利の存在や

内容，社会主義に基づく土地法構成などと矛盾しない形で，なお有用な類型が何かという観

点から，議論を深める必要がある17。 

 （イ）一般的・抽象的法律概念の採否 

 パンデクテン方式の特色に絡むもう一つの重要問題として，「法律行為」(Rechtsgeschäft， acte 

juridique)のような一般的・抽象的概念を採用すべきかどうかが，しばしば議論の的になる。こ

れもやはり，教科書作成段階から問題になる。法律行為概念の採否の優劣は一概に決められず，

まずはその長所と短所を個別的に検討することが求められる18。その上で，法律行為概念が持つ

「法律技術」の側面と「思想」としての側面を区別した上で，法律技術としての法律行為概念の

危険性を回避しつつ，その技術的長所を生かし，かつ思想の側面を尊重するという選択肢の可能

性も示唆されているように思われる19。このように，法律行為概念は，一定の思想ないし原理を

背負っている点で，先に論じた民法典（整備）の意義の問題（前述（２））にも通じている20。 

                                                      
15 例えば，カンボディア民法典草案がある。松本・前掲（注３）３９７-３９８頁，同「日本の

民法学における英米法研究」民商法雑誌１３１巻６号（２００５）７５９-７６０頁，松尾・前掲

（注２）５６頁。 
16 松尾・前掲（注２）５７-５８頁。 
17 例えば，地役権制度の意義・比較法，それと相隣関係法規との関係などが考えられる。 
18 松尾・前掲（注２）５８-５９頁。 
19 例えば，法律技術としての法律行為概念の有用性として，①単独行為・契約・合同行為を一括

して表現できる，②法律事実と法律行為とを対比させることにより，法律要件の観点から財産法

を体系的に理解できるなどの点が，他方，その危険性として，法律行為自由の原則の妥当性，法

律行為の解釈方法などが，法律行為の個別類型――単独行為・契約・合同行為――によって一様

でない点などが指摘されている（星野英一「『法律行為』をどう考えるか」同『民法論集第８巻』

〔有斐閣，１９９６〕２９３-２９７頁）。そして，こうした技術的評価とは別のレベルで，法律

行為概念の思想的背景として，私的自治の原則や意思自治の原則との関係が指摘されている（星

野・〔同前〕２８８-２９７頁）。 
20 もっとも，最近では，法律行為概念をより具体的な契約に置き換え，経験的に説明する方法が，

授業や教科書では普及しているようにも見受けられる。しかし，すでに民法典中に法律行為概念

を持つ国においてそれをいかに分かりやすく説明するかというコンテクストと，これからそれを

法学教育のプロセスで取り上げるべきか，そして，民法典に組み入れるべきかというコンテクス

トでは，議論の重みがやや異なるようにも思われる。 
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 （ウ）大陸法的要素と英米法的要素との調和 

民法整備支援においては，大陸法的要素と英米法的要素との接触もしばしば指摘されてい

る。例えば，契約法における約因理論に基づくアメリカ契約法の導入，担保法におけるアメ

リカ UCC 第９編の影響，不動産物権変動におけるトーレンス・システムの導入などと，大

陸法的な民法の一般原則とのズレから生じる問題点が指摘されている21。とりわけ，これら

の英米法的要素が，商事契約法，担保法，土地法といった個別立法の形で突如として実定法

化された場合，並行する民法（典）起草やその教科書との整合性を改めて検討する必要性も

出てくる。これは，既述のメタ・ルールの問題にも関わる（前述（１））。 

もっとも，民法整備支援のプロセスで，大陸法と英米法との接触が強まることは，両者間

の長所の結合可能性という点で，一つのチャンスとみることもできる22。 

（エ）その他 

以上のほか，民法（典）の内容をめぐっては，第三者保護規定の趣旨・根拠・基本類型を

どのように説明すべきか，債務不履行・瑕疵担保・危険負担の相互関係について各国法・条

約・モデル法の動向をどのように整理して伝えるべきかなど，何らかの標準理論の提示を求

められる問題点が数多く存在する。 

 

３．民法整備支援と法整備支援の前提問題 

こうしてみると，民法整備支援のプロセスにおいては，民法理論の根本問題について即答

を求められることが多く，自分のように未成熟な研究者の任に堪え得るか，自問自答せざる

を得ない状況に絶えず追い込まれている。しかし翻って，プロセス志向的な民法整備支援は，

どのような法律の整備を，どのような順序で，どのような方法で支援すべきかについて，支

援側の経験を蓄積することにも寄与し得るという意味で，ドナー側の人材養成の機会にもな

っている。実際，この活動を通じて自ら得たものは少なくなかったと感じる。 

このような反省の中で，絶えず脳裏につきまとって離れない疑問は，《なぜ今法整備支援を

すべきか》という，法整備支援の前提問題である23。法整備支援の目標としては，（ⅰ）市場

化の推進にウェイトを置く立場，（ⅱ）民主化の促進をより重視する立場，（ⅲ）両者にまた

がる二つの側面――①市民の実体的権利を保護し，実現するための法制度の整備と，②強い

政府の権限行使をコントロールするための法制度の整備――を持つ「法の支配」24の浸透を

指標にする立場などがあるが，むしろ，これらを統合する理念として，良い統治
グッド・ガバナンス

の構築に注

                                                      
21 松本・前掲（注１５）７５８-７６４頁。 
22 松尾・前掲（注２）４９-５１頁参照。 
23 松尾弘「グローバル・ガバナンスと法整備支援――法整備支援の目的は何か――」石川明編集

代表『国際経済法と地域協力』（信山社，２００４）３２-３３頁。 
24 松尾弘「『法の支配』に対する議論の深化」CALE NEWS １６号（２００５）４頁。なお，

同「国際開発援助と『法の支配』」社会科学研究５６巻５=６合併号（２００５）１０９-１３７頁

参照。 
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目すべきであると思われる。これは「我が国 ODA の最も重要な考え方」として，２００３

年改訂の「政府開発援助(ODA)大綱」I.２(１)（２００３年８月２９日閣議決定）に盛り込

まれたが25，それがとりわけ重要な理由は，いまだ世界政府なるものを展望できない現在の

国際政治状況の中で26，辛うじて望み得る平和的国際関係秩序としての地球的統治
グローバル・ガバナンス

27を構成す

る基本単位，細胞の一つが，各々の主権国家における良い統治
グッド・ガバナンス

であると考えられることにあ

る。すなわち，一つでも多くの国家で良い統治
グッド・ガバナンス

――①市場・企業をはじめとする営利団体，

②その活動を支援するために不可欠の強い政府，及び③強い政府をコントロールし得る最終

的な拠り所としての市民社会（非営利的・非政府的団体）が，それぞれに固有の機能を発揮

して活動しつつ，全体として均衡がとれた状態――が構築されることが，平和を実現し，維

持するための，遠回りかもしれないが，最も着実な方法ではないかと考えられる28。この意

味で，前記 ODA 大綱が提示する法整備支援の理念としての「良い統治
グッド・ガバナンス

」は，単なるお題目

ではなく，意味深い内容を持つものであると解される。 

もっとも，各々の主権国家の良い統治
グッド・ガバナンス

を支える核になると考えられる民法（典）の整備が，

現実にどのような形で制度変化の原動力になり，どのような成果をもたらし得るか，制度変

化のメカニズムに関する理論構築は法と開発(Law and Development)の今後の学問的課題で

あるが，そうした制度変化の実践方法に関わる民法整備支援においては，プロセスとしての

民法整備支援の計画・評価の方法について，格段の工夫が求められていると思われる。民法

教育支援を含む民法整備支援においては，目標達成は――仮にあり得ても――繰り返し繰り

                                                      
25 「良い統治（グッド・ガバナンス）に基づく開発途上国の自助努力を支援するため，これらの

国の発展の基礎となる人づくり，法・制度構築や経済社会基盤の整備に協力することは，我が国

ODA の最も重要な考え方である」（下線は引用者による）。と同時に，「開発途上国の自主性（オ

ーナーシップ）を尊重」することも強調されている。この点については，すでに，森島・前掲（注

３）１５頁で言及されている。 
26 主権国家体制，国際共同体及び世界市民主義の重層構造としての現代の国際関係の認識に関し

ては，中西寛『国際政治とは何か――地球社会における人間と秩序――』（中公新書，２００３）

９-２７頁参照。 
27 「地球的統治

グローバル・ガバナンス

」とは，国際関係における様々な行為主体（個人，企業，国家，NGO，国際機

関など）の活動を活性化する一方で，その違法又は非倫理的な行動を抑制するために，主権国家

群を中心とする行為主体が，世界政府を持つことなしに，コントロールし得るような全般的シス

テムとして定義される。それは，想像上の世界政府のように完成された安定的・統一的システム

ではなく，国際社会における多元的な行為主体の間に辛うじて成立し得るが実効的な秩序を求め

る動的な営みであり，多様性の中に存立し得る全体的なコントロール・システムである（松尾・

前掲〔注２３〕５１-５２頁）。 
28 カントは「永遠平和のための第一確定条項」として，「各国家における市民的体制は，共和的

であるべきである」とするが，ここにいう「共和的体制」とは，①社会の成員が自由であり，②

すべての成員が唯一で共同の立法に従属し，③すべての成員が平等である体制を意味する（カン

ト／遠山義孝訳「永遠平和のために」『カント全集１４』〔岩波書店，２０００〕２６２頁）。こ

こにいう「共和的体制」は，国家における良い政府
グッド・ガバメント

及び良い統治
グッド・ガバナンス

と広範にオーバーラップする

ように思われる。良い政府
グッド・ガバメント

及び良い統治
グッド・ガバナンス

の意味に関しては，松尾弘「開発と『良い政府』――

開発法学への『良い政府』・『良い統治』論の寄与――」法社会学５６号（２００２）２１６-２２

３頁参照。 
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返し同じテーマを取り扱うことにより，徐々に徐々に，螺旋階段状に共通理解が進んでゆく，

文字どおり「シシュフォス」的な共同作業である。そうした根気のいる試行錯誤とフィード

バックを可能にするプロセスを計画し，評価するのにふさわしい，プログラム評価的な考え

方の発展に期待したい。 
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(
法

務
総

合
研

究
所

が
把

握
し

て
い

る
も

の
を

中
心

に
)

法
整
備
支
援
活
動
年
表

平
成

１
８

年
３

月
１

７
日

現
在

①
ベ

ト
ナ

ム
関

係
②

カ
ン

ボ
ジ

ア
関

係
③

ラ
オ

ス
関

係
④

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

関
係

⑤
ウ

ズ
ベ

キ
ス

タ
ン

関
係

⑥
そ

の
他

の
国

・
地

域
⑦

そ
の

他
年

度

１
９

９
２

越
司

法
大

臣
が

日
本

法
務

大
臣

に
支

援
要

請

１
９

９
３

森
嶌

昭
夫

教
授

(
当

時
名

古
屋

大
学

)
が

文
化

交
流

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
越

訪
問

し
，

日
本

民
法

紹
介

１
９

９
４

法
務

省
で

越
司

法
省

に
本

邦
研

修
開

始
日

弁
連

が
「

カ
ン

ボ
ジ

ア
司

法
制

度
の

現
森

嶌
昭

夫
教

授
が

短
期

専
門

家
と

JI
C

A
(
年

１
回

)
状

と
課

題
」

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催
し

て
，

モ
ン

ゴ
ル

に
対

し
，

民
法

改
正

に
つ

き
助

言

１
９

９
５

上
記

本
邦

研
修

継
続

法
務

省
・

最
高

裁
・

日
弁

連
合

同
で

本
邦

研
修

開
始

(
年

１
回

)

１
９

９
６

・
上

記
本

邦
研

修
継

続
上

記
本

邦
研

修
継

続
日

本
司

法
書

士
会

連
合

会
に

よ
る

登
記

・
財

団
法

人
国

際
民

商
事

法
セ

ン
タ

ー
・

1
9
9
6
.
3
～

2
0
0
1
.
3
「

市
場

経
済

化
支

援
制

度
に

関
す

る
モ

ン
ゴ

ル
支

援
(

)
設

立
IC

C
L

C
開

発
政

策
調

査
」

(
通

称
：

石
川

プ
ロ

・
が

日
中

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
IC

C
L

C
ジ

ェ
ク

ト
)
実

施
ム

開
始

(
年

１
回

)
・

が
国

際
民

商
事

法
シ

ン
ポ

ジ
ウ

IC
C

L
C

ム
を

２
回

開
催

法
総

研
で

多
数

国
間

(
マ

ル
チ

)
研

修
を

・
開

始
(
モ

ン
ゴ

ル
，

ミ
ャ

ン
マ

ー
，

ベ
ト

ナ
ム

)

１
９

９
７

・
フ

ェ
ー

ズ
１

開
始

(
３

年
間

)
上

記
本

邦
研

修
継

続
・

が
日

中
民

商
事

法
シ

ン
ポ

ジ
ウ

JI
C

A
IC

C
L

C
本

邦
研

修
(
年

２
回

へ
)

ム
開

催
現

地
セ

ミ
ナ

ー
開

始
(
年

４
回

)
・

国
際

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

(
倒

産
法

・
越

司
法

省
に

長
期

専
門

家
１

名
(
弁

護
制

)
開

催
（

法
総

研
，

，
ア

ジ
IC

C
L

C
士

)
を

派
遣

(
)

ア
太

平
洋

比
較

法
制

研
究

会
）

JI
C

A
，

，
・

マ
ル

チ
研

修
継

続
(
カ

ン
ボ

ジ
ア

中
国

ラ
オ

ス
，

モ
ン

ゴ
ル

，
ミ

ャ
ン

マ
ー

，
ベ

ト
ナ

ム
）

１
９

９
８

前
年

と
同

様
・

上
記

本
邦

研
修

継
続

・
経

済
法

研
修

(
日

本
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
科

学
技

モ
ン

ゴ
ル

不
動

産
登

記
庁

の
登

記
官

に
対

・
が

日
中

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
名

古
屋

大
学

及
び

法
務

総
合

研
究

所
IC

C
L

C
術

フ
ォ

ー
ラ

ム
(

)
か

ら
の

研
修

実
施

依
し

，
登

記
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

(
短

期
ム

開
催

・
カ

ン
ボ

ジ
ア

事
務

所
へ

調
査

の
が

受
託

機
関

と
な

り
本

邦
研

修
を

開
JI

C
A

JI
F

JI
C

A
頼

に
基

づ
く

も
の

参
加

者
は

裁
判

官
専

門
家

は
司

法
書

士
他

）
・

国
際

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

(
企

業
倒

た
め

派
遣

始
。

，
，

・
民

法
・

民
事

訴
訟

法
起

草
支

援
を

合
意

検
事

，
法

務
人

権
省

職
員

，
弁

護
士

)
を

実
産

・
担

保
法

制
)
開

催
施

マ
ル

チ
研

修
継

続
(
参

加
国

は
前

年
と

同
・

様
）

１
９

９
９

・
前

年
と

同
様

・
フ

ェ
ー

ズ
１

開
始

前
年

と
同

様
・

前
年

と
同

様
(
モ

ン
ゴ

ル
)

・
が

日
中

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
JI

C
A

IC
C

L
C

＜
ハ

ノ
イ

に
て

国
際

民
商

事
法

セ
ミ

ナ
ー

・
カ

ン
ボ

ジ
ア

司
法

省
に

長
期

専
門

家
２

ム
開

催
開

催
(

欄
参

照
)
＞

名
(
う

ち
１

名
は

弁
護

士
)
を

派
遣

・
法

総
研

で
日

韓
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
研

・
が

ハ
ノ

イ
に

て
，

国
際

民
商

事
⑦

IC
C

L
C

・
フ

ェ
ー

ズ
２

開
始

(
３

年
間

）
・

上
記

起
草

支
援

の
た

め
，

作
業

部
会

が
修

開
催

(
登

記
制

度
比

較
研

究
を

中
心

)
法

セ
ミ

ナ
ー

開
催

JI
C

A
越

民
法

改
正

共
同

研
究

日
本

・
現

地
で

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
を

相
マ

ル
チ

研
修

継
続

(
参

加
国

は
前

年
と

同
・

法
令

鳥
瞰

図
作

成
当

数
開

催
様

）
人

材
育

成
・

対
象

機
関

に
最

高
人

民
裁

判
所

，
最

高
人

民
検

察
院

が
加

わ
る

・
越

司
法

省
に

長
期

専
門

家
３

名
派

遣
(

，
法

務
省

，
日

弁
連

)
J
IC

A

２
０

０
０

・
フ

ェ
ー

ズ
２

継
続

・
フ

ェ
ー

ズ
１

継
続

・
前

年
と

同
様

・
日

本
貿

易
振

興
会

(
)
等

が
イ

ン
・

名
古

屋
大

学
が

ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
３

大
・

法
総

研
が

と
共

催
で

フ
ィ

リ
ピ

・
が

日
中

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
JI

C
A

JI
C

A
JE

T
R

O
A

D
B

IC
C

L
C

本
邦

研
修

(
年

４
回

)
・

本
邦

研
修

も
作

業
部

会
と

の
協

議
を

中
・

現
地

で
司

法
制

度
調

査
を

実
施

(
約

３
ド

ネ
シ

ア
独

占
禁

止
法

研
究

会
を

開
催

学
と

学
術

交
流

協
定

ン
研

修
開

催
ム

開
催

現
地

セ
ミ

ナ
ー

(
年

８
回

)
心

と
す

る
起

草
支

援
の

内
容

で
実

施
か

月
)

・
等

が
経

済
法

制
度

シ
・

ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
で

内
閣

法
制

局
が

現
・

法
整

備
支

援
連

絡
会

開
催

(
第

１
回

，
第

J
E

T
R

O
A

P
E

C
※

以
後

，
２

０
０

２
年

ま
で

同
様

(
年

２
回

)
・

日
弁

連
が

司
法

調
査

団
を

派
遣

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

開
催

地
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

・
法

総
研

で
日

韓
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
研

２
回

)
・

越
司

法
省

に
長

期
専

門
家

３
名

派
遣

・
日

弁
連

が
司

法
調

査
団

を
派

遣
・

日
弁

修
開

催
(
第

２
回

)
・

世
界

銀
行

主
催

の
法

整
備

支
援

世
界

会
・

民
法

改
正

共
同

研
究

会
開

始
連

が
カ

ン
ボ

ジ
ア

王
国

弁
護

士
会

と
友

議
開

催
好

協
定

締
結

・
マ

ル
チ

研
修

継
続

(
参

加
国

は
前

年
と

同
・

日
弁

連
が

カ
ン

ボ
ジ

ア
王

国
弁

護
士

会
様

）
を

対
象

に
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

２
０

０
１

・
フ

ェ
ー

ズ
２

継
続

・
フ

ェ
ー

ズ
１

継
続

・
調

査
団

派
遣

・
調

査
団

派
遣

・
モ

ン
ゴ

ル
法

整
備

支
援

事
前

調
査

・
法

総
研

に
国

際
協

力
部

新
設

，
同

部
が

JI
C

A
JI

C
A

J
IC

A
JI

C
A

・
司

法
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
型

の
短

期
専

門
・

越
司

法
省

に
長

期
専

門
家

４
名

派
遣

・
日

弁
連

が
カ

ン
ボ

ジ
ア

王
国

弁
護

士
会

・
法

総
研

が
日

本
・

モ
ン

ゴ
ル

司
法

制
度

大
阪

へ
移

転
家

を
派

遣
(
合

計
８

か
月

間
)

(
上

記
３

名
に

加
え

て
最

高
裁

か
ら

１
司

法
支

援
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
(

小
比

較
セ

ミ
ナ

ー
(
本

邦
研

修
)
を

実
施

・
会

議
(
フ

ィ
リ

ピ
ン

)
出

張
JI

C
A

A
D

B
・

本
邦

研
修

を
学

術
的

研
修

と
実

務
的

名
)

規
模

開
発

パ
ー

ト
ナ

ー
事

業
)
を

開
始

・
日

本
司

法
書

士
会

連
合

会
に

よ
る

登
記

・
法

整
備

支
援

連
絡

会
開

催
(
第

３
回

)
研

修
に

分
け

て
，

年
２

回
実

施
・

フ
ェ

ー
ズ

２
を

２
０

０
３

年
３

・
日

弁
連

が
弁

護
士

継
続

教
育

セ
ミ

ナ
ー

制
度

に
関

す
る

モ
ン

ゴ
ル

支
援

・
が

日
中

民
商

事
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
JI

C
A

IC
C

L
C

・
セ

ミ
ナ

ー
を

民
商

事
法

セ
ミ

ナ
ー

と
月

ま
で

延
長

(
第

１
回

～
第

４
回

)
を

開
催

(
な

お
，

ム
開

催
刑

事
法

セ
ミ

ナ
ー

の
２

回
開

催
と

す
こ

れ
は

，
カ

ナ
ダ

弁
護

士
会

(
３

回
開

・
法

総
研

で
日

韓
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
研

・
世

界
銀

行
主

催
の

第
２

回
法

整
備

支
援

る
と

と
も

に
，

民
商

事
法

セ
ミ

ナ
ー

催
)
，

リ
ヨ

ン
弁

護
士

会
(
１

回
開

催
)

修
開

催
(
第

３
回

)
世

界
会

議
開

催
を

シ
リ

ー
ズ

化
と

の
共

同
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

あ
り

，
計

・
国

際
民

商
事

法
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
(

)
A

D
R

８
回

開
催

)
開

催
マ

ル
チ

研
修

継
続

(
参

加
国

は
前

年
と

同
・

様
）
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①
ベ

ト
ナ

ム
関

係
②

カ
ン

ボ
ジ

ア
関

係
③

ラ
オ

ス
関

係
④

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

関
係

⑤
ウ

ズ
ベ

キ
ス

タ
ン

関
係

⑥
そ

の
他

の
国

・
地

域
⑦

そ
の

他
年

度

２
０

０
２

・
前

年
と

同
様

・
フ

ェ
ー

ズ
１

継
続

（
２

０
０

３
・

本
邦

研
修

を
実

施
(
年

１
回

)
・

本
邦

研
修

を
実

施
・

名
古

屋
大

学
が

モ
ン

ゴ
ル

に
対

す
る

本
・

法
総

研
・

が
日

中
民

商
事

法
シ

J
IC

A
IC

C
L

C
・

ラ
オ

ス
司

法
省

等
に

長
期

専
門

家
(
司

・
が

，
前

越
司

法
大

臣
を

招
へ

い
年

３
月

ま
で

）
・

現
地

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催
(
年

１
回

)
・

名
古

屋
大

学
が

中
央

ア
ジ

ア
３

か
国

か
邦

研
修

を
実

施
ン

ポ
ジ

ウ
ム

開
催

JI
C

A
法

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

)
１

名
を

派
遣

・
等

が
経

済
法

制
度

シ
ら

法
律

家
を

招
い

て
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
開

・
日

本
貿

易
振

興
会

ア
ジ

ア
経

済
研

究
所

・
民

法
典

及
び

民
事

訴
訟

法
典

起
草

記
(
法

務
省

)
JE

T
R

O
A

P
E

C
ン

ポ
ジ

ウ
ム

を
開

催
催

・
法

総
研

が
と

共
催

で
フ

ィ
リ

ピ
(

)
が

国
際

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

念
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

(
フ

ン
・

セ
ン

首
・

第
２

回
民

商
事

法
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

A
D

B
ID

E
-J

E
T

R
O

・
調

査
団

派
遣

・
タ

シ
ケ

ン
ト

法
科

大
学

に
専

門
家

１
名

ン
研

修
開

催
プ

「
ア

ジ
ア

に
お

け
る

法
・

開
発

・
経

相
が

演
説

)
・

本
邦

研
修

を
学

術
的

研
修

と
実

務
的

JI
C

A
・

民
法

・
民

事
訴

訟
法

起
草

作
業

完
了

・
外

務
省

・
が

イ
最

高
裁

長
官

を
を

派
遣

(
名

古
屋

大
学

)
済

社
会

変
化

」
を

開
催
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